
香芝市告示第３９号 

 香芝市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱を次のように定める。 

  令和８年３月１８日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５９条第３号の規定により、施設等利用給付認定保護者

に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援（特定子ども・

子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満３歳以上の施設等利用

給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第７条第１０項第５号の事

業に該当するものを除く。以下同じ。）を受けた場合における食事の提供に

要する費用のうち、全部又は一部を給付すること（以下「補足給付」という。

）について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

 （給付対象費用及び限度額） 

第３条 補足給付の対象となる費用は、子ども・子育て支援法施行規則（平成

２６年内閣府令第４４号）第５４条の２に規定する食事の提供（副食の提供

に限る。）に要する費用に係る実費徴収額とし、補足給付費の限度額は、施

設等利用給付認定子ども１人につき月額４，９００円とする。 

 （給付対象者） 

第４条 補足給付の対象となる者は、香芝市内に住所を有し、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

 (1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る特定子ども・子育て支援を受けた月（以下「利用月

」という。）が属する年度分（利用月が４月から８月までの場合にあって

は、前年度分とする。以下同じ。）の市町村民税所得割合算額（子ども・

子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）

第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。

）が７７，１０１円未満である施設等利用給付認定保護者 

 (2) 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第３学年

修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学

部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下この号にお



いて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合において、負担額算定基準

子ども又は小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除く。）である者に係る施設等利用給付認定保護者 

 (3) 令第１５条の３第２項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

である施設等利用給付認定保護者 

 （給付申請） 

第５条 補足給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、副食費

の実費徴収に係る補足給付費給付申請書兼請求書（第１号様式）に、次に掲

げる書類を添えて、利用月が属する年度の翌年度４月末日までに市長に提出

しなければならない。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類について、申

請者の同意を得て公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付を省略す

ることができる。 

 (1) 申請者と申請に係る子どもとの続柄が分かる住民票の写し 

 (2) 利用月が属する年度分の課税証明書又は非課税証明書（前条第１号又は

第３号に掲げる者に該当する場合に限る。） 

 (3) 実費徴収額を支払ったことが分かる領収書等の写し 

２ 前項の規定による申請は、香芝市が申請に係る子どもが在籍する施設に対

し補足給付に係る事項について照会することに同意した上で行わなければな

らない。 

 （給付決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、及び必要に応じて補足給付に係る事項について関係機関に照会し、適

当と認めたときは、補足給付を行うことを決定し、副食費の実費徴収に係る

補足給付費給付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による審査及び照会の結果、補足給付を行わないこと

を決定したときは、副食費の実費徴収に係る補足給付費不給付決定通知書（

第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補足給付を行うことを決定したときは、速や

かに補足給付費を支払うものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に香芝市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱（令

和元年１０月１日施行）の規定により補足給付の申請をし、又はその決定を

受けている者は、この要綱の規定により補足給付の申請をし、又はその決定

を受けている者とみなす。  



第１号様式（第５条関係） 
副食費の実費徴収に係る補足給付費給付申請書兼請求書 

年  月  日 
 

 香芝市長 
 
  副食費の実費徴収に係る補足給付費の給付について、香芝市実費徴収に係る補足給付事業実施要
綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請し、及
び請求します。 

 
 １ 申請者等の情報 

申 請 者 

現 住 所  

フリガナ 
氏 名 

 
 

電話番号                      □自宅 □携帯電話 

子 ど も 
との続柄 

□父親 □母親 □その他（            ） 

申 請 に 係 る 
子 ど も 

現 住 所 
□申請者の現住所と同じ 

フリガナ 
氏 名 

 
 

申請の日が属する
年 の １ 月 １ 日 
時 点 の 住 所 

父 親 
□申請者の現住所と同じ 

母 親 
□申請者の現住所と同じ 

申請の日が属する
年の前年１月１日
時 点 の 住 所 

父 親 
□申請者の現住所と同じ 

母 親 
□申請者の現住所と同じ 

 
 ２ 申請に係る子どもの保護者及び同居者 

フ リ ガ ナ 
氏 名 

申請に係る子
どもとの続柄 

生 年 月 日 
職業又は在籍している学校、保育所、
認定こども園、幼稚園等の施設名 

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

      年  月  日  

 

 ３ 同意欄 

 副食費の実費徴収に係る補足給付費の給付に関し、次の事項に同意します。 

□ 香芝市が、私及び私の属する世帯の住民登録状況及び市税の課税状況について関係公簿等を

調査すること。 

□ 香芝市が、申請に係る子どもが在籍する施設に対し、補足給付に係る事項について照会する

こと。 

 

 ４ 申請（請求）額  金       円（    年  月分から    年  月分まで） 
 

（裏面に続く。） 



 
 ５ 振込先 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

支 店 コ ー ド     

預 金 種 別  □普通 □当座 □その他（             ） 

口 座 番 号         

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

  申請者と口座名義人が異なる場合は、次の委任欄に記入してください。 

副食費の実費徴収に係る補足給付費の受給について、上記の口座名義人に委任します。 

委任者（申請者）氏名            （署名又は記名押印） 
 

 添付書類 

 □ 申請者と申請に係る子どもとの続柄が分かる住民票の写し（上記の同意欄に同意する場合は、

不要） 

 □ 利用月が属する年度分（利用月が４月から８月までの場合にあっては、前年度分）の課税証明

書又は非課税証明書（要綱第４条第１号又は第３号に掲げる者に該当する場合に限る。）（上記

の同意欄に同意し、かつ、香芝市が関係公簿等を調査し、確認できる場合は、不要） 

 □ 実費徴収額を支払ったことが分かる領収書等の写し 

 

 

  



第２号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                        香芝市長        印  

 

 

副食費の実費徴収に係る補足給付費給付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった副食費の実費徴収に係る補足給付費

の給付について、香芝市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱第６条第１項の規定

により、次のとおり通知します。 

 

施 設 名  

子どもの氏名  

対 象 期 間      年  月から    年  月まで 

給 付 決 定 額        円 

支 払 予 定 日      年  月  日 

 

  



第３号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                        香芝市長        印  

 

 

副食費の実費徴収に係る補足給付費不給付決定通知書 

 

 

      年  月  日付けで申請のあった副食費の実費徴収に係る補足給付費

の給付について、次の理由により給付しないことを決定しましたので、香芝市実費

徴収に係る補足給付事業実施要綱第６条第２項の規定により、通知します。 

 

 給付しない理由 

 

 


